
 

 

優 秀 運 転 者 顕 章 ( 金 ､ 銀 各 十 字 章 ) 候 補 者 の 推 薦 に つ い て  

   
公 益 社 団 法 人 全 日 本 ト ラ ッ ク 協 会 で は 、優 秀 な 運 転 者 に 対 し 優 秀 運 転 者 顕

章 （ 金 ・ 銀 十 字 章 ） を 贈 呈 し て い ま す 。 下 記 規 程 に 該 当 す る 方 を 別 紙 推 薦 書

に 、 必 要 事 項 を 全 て 正 確 に ご 記 入 の 上 ご 推 薦 下 さ い 。 ま た 、 ご 推 薦 い た だ い

た 候 補 者 の 情 報（ 個 人 情 報 ）に つ い て は 、全 ト 協 個 人 情 報 保 護 方 針 に 基 づ き 、

優 秀 運 転 者 顕 章 表 彰 以 外 に は 使 用 い た し ま せ ん 。  

 な お 、 平 成 ２ ８ 年 度 か ら 銅 十 字 章 は 廃 止 と な り ま し た 。  

 

記  

 優 秀 運 転 者 顕 章 規 程  抜 粋  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 定 は 、 人 命 を 尊 重 し 安 全 運 転 を 心 が け る 優 秀 な 運 転 者 に 対 し 、

無 事 故 の 誇 り を 持 た せ 他 の 模 範 と す る と と も に 、 交 通 道 徳 の 高 揚 と 安 全 意 識

向 上 を 図 り 、 社 会 的 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２ 条 、 第 ３ 条 （ 省 略 ）  

（ 顕 章 の 贈 呈 基 準 お よ び 受 章 資 格 ）  

第 ４ 条  こ の 顕 章 を 贈 る 基 準 は 、 現 在 運 転 者 で あ っ て 、 運 転 者 で あ っ た 期 間 を

通 算 し て 、 次 の 各 号 に 定 め る 期 間 無 事 故 で あ り 、 か つ 無 違 反 で あ っ た 者 と す

る 。  

 ( 1 )  金 十 字 章     満 ２ ０ 年  
（ た だ し 、 そ の う ち ト ラ ッ ク 運 送 事 業 の 運 転 者 と し て １ ５ 年 以 上 と す る 。 ） 

  ( 2 )  銀 十 字 章     満 １ ０ 年  
（ た だ し 、 そ の う ち ト ラ ッ ク 運 送 事 業 の 運 転 者 と し て ７ 年 以 上 と す る 。 ）  

２  前 項 の 無 事 故 で あ り 、 か つ 無 違 反 で あ っ た 者 と は 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 以

外 の 者 と す る 。 た だ し 、 自 己 の 責 に 帰 す べ き 理 由 に よ ら な い 事 故 は 無 事 故 と

す る 。  

  ( 1 )  人 身 に 係 る 事 故 を 起 こ し た 者  

  ( 2 )  物 件 事 故 で 損 害 額 １ 万 円 を こ え る 事 故 を 起 こ し た 者  

 ( 3 )  事 故 ま た は 違 反 に よ り 罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 者  

第 ５ 条 ～ 第 １ １ 条 （ 省 略 ）  

 【 注 意 事 項 】  

・ 無 事 故 、 無 違 反 期 間 は 、 令 和 ７ 年 ５ 月 末 日 よ り 遡 及 し て 記 入 し て 下 さ い 。 
・ 同 種 類 の 重 複 表 彰 は で き ま せ ん 。 過 去 に 受 賞 さ れ た 方 は 、 必 ず 備 考 欄 に 明

記 し て く だ さ い 。  

・ 自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ － の 証 明 書 は 必 要 あ り ま せ ん 。  

  【 提 出 期 限 】        令 和 ７ 年 ７ 月 １ ８ 日 （ 金 ） ま で    
・ 推 薦 書 の 様 式 は 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ か ら も ダ ウ ン ロ ー ド い た だ け ま す 。  
 《 ホ ー ム ペ ー ジ 掲 載 箇 所 》  

ト ッ プ ペ ー ジ → 会 員 の 皆 様 へ → 各 種 表 彰 → 優 良 運 転 者 金 銀 十 字 章  
 
※ 顕 章 (表 彰 状 )は 、 今 年 度 １ ２ 月 又 は １ 月 頃 に 贈 呈 の 予 定 で す 。  

    受 賞 者 に つ い て は 、 情 報 誌 に て 会 社 名 、 氏 名 を 公 表 し ま す 。  


